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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第55期

第３四半期
連結累計期間

第56期
第３四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2022年４月１日
至　2022年12月31日

自　2021年４月１日
至　2022年３月31日

売上高 (千円) 9,748,380 8,182,911 12,301,330

経常利益又は経常損失(△) (千円) 298,534 △14,230 264,889

親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円) 133,931 △225,843 △619,352

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △1,243 240,408 △640,519

純資産 (千円) 12,083,258 11,612,194 11,439,554

総資産 (千円) 15,854,907 15,816,472 15,327,365

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円) 14.80 △24.95 △68.43

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 69.1 66.0 67.6
 

 

回次
第55期

第３四半期
連結会計期間

第56期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

自　2022年10月１日
至　2022年12月31日

１株当たり四半期純損失(△) (円) △0.90 △8.26
 

(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．第55期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

３．第55期及び第56期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

　当第３四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、各地域で自動車

販売台数が前年同月比で増加するなど回復の兆候が見られるものの、部品供給不足の影響が継続していることや、

新型コロナウイルス感染拡大等の影響により中国の販売台数が弱含みになるなど、本格的な回復には至っていない

状況にあります。

　また、ウクライナ情勢等に伴う、原材料やエネルギー価格の高騰は続いており、世界経済は先行き不透明な状況

が続いております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業につきましては、自動車産業における生産が不安定な状況であり、

本格回復までには至っていないことから、売上高が低水準で推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の

売上高は、43億３千２百万円（前年同期比10.0％減）となりました。

　アッセンブリ事業につきましても、ターボチャージャー部品の需要低迷が続いており、引き続き売上高が停滞い

たしました。その結果、売上高は19億５千７百万円（前年同期比37.1％減）となりました。

　フィルタ事業につきましては、安定した売上高を維持しており、前年を上回る売上高を計上しております。その

結果、売上高は18億９千３百万円（前年同期比3.9％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は81億８千２百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

　損益面におきましては、ネットシェイプ事業、アッセンブリ事業の売上高が停滞していることから、営業損失１

億３千３百万円（前年同期は２億８千８百万円の営業利益）、経常損失１千４百万円（前年同期は２億９千８百万

円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失２億２千５百万円（前年同期は１億３千３百万円の親会社株

主に帰属する四半期純利益）となりました。

　売上総利益は15億１百万円となり、売上総利益率は前年同期と比べ1.1ポイント低下し18.4％となりました。
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②財政状態

　当第３四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ４億８千９百万円増加し、158億１

千６百万円となりました。これは、主に現金及び預金が９千６百万円、受取手形及び売掛金が１億８千４百万円、

電子記録債権が７千３百万円、棚卸資産が６千６百万円、保険積立金が４千６百万円増加した一方、繰延税金資産

が５千４百万円、無形固定資産が３千９百万円減少したことによるものと分析しております。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ３億１千６百万円増加し、42億４百万円となりました。これは、

主に買掛金が５千１百万円、借入金が４億２千６百万円、繰延税金負債が４千７百万円増加した一方、リース債務

が２億９百万円減少したことによるものと分析しております。

　純資産におきましては、前連結会計年度末に比べて１億７千２百万円増加し、116億１千２百万円となりました。

これは、主に為替換算調整勘定が３億６千９百万円増加したことによるものと分析しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの財政状態につきましては、流動比率・当座比率

が前連結会計年度に引き続き高水準であること、自己資本比率が66.0％であることから経営の安全性は確保できて

いると考えております。

 
(2) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は８千万円です。なお、当第３四半期連

結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,500,000

計 15,500,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,053,300 9,053,300
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数100株

計 9,053,300 9,053,300 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年10月１日～
2022年12月31日

― 9,053,300 ― 1,429,921 ― 1,192,857
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2022年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,048,500
 

 

90,485 ―

単元未満株式 普通株式 2,800
 

 

― ―

発行済株式総数 9,053,300 ― ―

総株主の議決権 ― 90,485 ―
 

（注） 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2022年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

② 【自己株式等】

  2022年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ニチダイ

京都府京田辺市
薪北町田13番地

2,000 ― 2,000 0.02

計 ― 2,000 ― 2,000 0.02
 

 

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,056,482 4,153,451

  受取手形及び売掛金 2,319,863 ※  2,504,814

  電子記録債権 720,316 ※  793,472

  商品及び製品 613,441 660,149

  仕掛品 743,634 784,913

  原材料及び貯蔵品 629,010 607,810

  その他 97,833 179,130

  流動資産合計 9,180,580 9,683,742

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,460,627 1,414,723

   機械装置及び運搬具（純額） 1,164,864 1,162,150

   土地 1,812,291 1,835,368

   その他（純額） 616,910 655,840

   有形固定資産合計 5,054,693 5,068,083

  無形固定資産 561,338 522,057

  投資その他の資産 530,752 542,588

  固定資産合計 6,146,784 6,132,730

 資産合計 15,327,365 15,816,472
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,008,015 1,059,468

  短期借入金 430,000 1,000,000

  1年内返済予定の長期借入金 759,722 572,229

  リース債務 279,697 107,597

  未払法人税等 65,694 25,946

  賞与引当金 156,523 168,148

  その他 550,402 570,648

  流動負債合計 3,250,055 3,504,038

 固定負債   

  長期借入金 544,509 588,941

  リース債務 45,134 7,595

  繰延税金負債 308 47,356

  退職給付に係る負債 47,803 56,346

  固定負債合計 637,756 700,239

 負債合計 3,887,811 4,204,278

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,429,921 1,429,921

  資本剰余金 1,192,857 1,192,857

  利益剰余金 7,361,675 7,072,472

  自己株式 △1,236 △1,236

  株主資本合計 9,983,216 9,694,014

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,112 4,433

  為替換算調整勘定 295,365 664,565

  退職給付に係る調整累計額 79,825 74,782

  その他の包括利益累計額合計 380,303 743,781

 非支配株主持分 1,076,033 1,174,398

 純資産合計 11,439,554 11,612,194

負債純資産合計 15,327,365 15,816,472
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 9,748,380 8,182,911

売上原価 7,845,672 6,681,149

売上総利益 1,902,707 1,501,761

販売費及び一般管理費 1,613,711 1,635,266

営業利益又は営業損失（△） 288,996 △133,504

営業外収益   

 受取利息 2,528 2,840

 受取配当金 406 622

 受取保険金及び保険配当金 5,024 6,529

 保険契約変更差額 - 43,744

 為替差益 - 36,489

 助成金収入 9,611 24,691

 その他 7,376 11,112

 営業外収益合計 24,946 126,030

営業外費用   

 支払利息 7,655 5,220

 為替差損 6,626 -

 その他 1,126 1,536

 営業外費用合計 15,408 6,756

経常利益又は経常損失（△） 298,534 △14,230

特別利益   

 固定資産売却益 566 835

 特別利益合計 566 835

特別損失   

 減損損失 26,346 63,142

 固定資産除却損 367 86

 特別損失合計 26,714 63,229

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

272,386 △76,624

法人税、住民税及び事業税 85,169 75,981

法人税等調整額 24,484 104,749

法人税等合計 109,654 180,730

四半期純利益又は四半期純損失（△） 162,732 △257,354

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

28,800 △31,510

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

133,931 △225,843
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 162,732 △257,354

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,041 △678

 為替換算調整勘定 △158,853 503,484

 退職給付に係る調整額 △2,080 △5,043

 その他の包括利益合計 △163,975 497,762

四半期包括利益 △1,243 240,408

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 17,269 137,634

 非支配株主に係る四半期包括利益 △18,513 102,773
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 
（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響

に関する仮定について重要な変更はありません。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

受取手形  － 千円 35,309千円

電子記録債権 － 千円 51,838千円
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)

減価償却費 587,287千円 470,920千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月23日
定時株主総会

普通株式 36,204 4.00 2021年３月31日 2021年６月24日 利益剰余金

2021年10月29日
取締役会

普通株式 45,256 5.00 2021年９月30日 2021年12月１日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月23日
定時株主総会

普通株式 27,153 3.00 2022年３月31日 2022年６月24日 利益剰余金

2022年10月31日
取締役会

普通株式 36,204 4.00 2022年９月30日 2022年12月１日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高       

　日本 3,155,395 1,257,464 1,190,643 5,603,504 － 5,603,504

　タイ 820,856 1,853,583 80,810 2,755,250 － 2,755,250

　その他 839,558 － 550,066 1,389,625 － 1,389,625

顧客との契約から生じる収
益

4,815,811 3,111,047 1,821,521 9,748,380 － 9,748,380

  外部顧客への売上高 4,815,811 3,111,047 1,821,521 9,748,380 － 9,748,380

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

85,877 － － 85,877 △85,877 －

計 4,901,688 3,111,047 1,821,521 9,834,257 △85,877 9,748,380

セグメント利益又は損失(△) 92,717 △41,296 247,113 298,534 － 298,534
 

(注)１.　調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　２.　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ネットシェイプ アッセンブリ フィルタ 計

売上高       

　日本 2,747,945 1,066,136 1,276,695 5,090,777 － 5,090,777

　タイ 883,789 891,005 41,373 1,816,168 － 1,816,168

　その他 701,030 － 574,935 1,275,965 － 1,275,965

顧客との契約から生じる収
益

4,332,765 1,957,142 1,893,003 8,182,911 － 8,182,911

  外部顧客への売上高 4,332,765 1,957,142 1,893,003 8,182,911 － 8,182,911

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

87,969 － － 87,969 △87,969 －

計 4,420,734 1,957,142 1,893,003 8,270,880 △87,969 8,182,911

セグメント利益又は損失(△) △149,433 △66,714 201,918 △14,230 － △14,230
 

(注)１.　調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　２.　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失であります。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)(円)

14.80 △24.95

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

133,931 △225,843

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

133,931 △225,843

普通株式の期中平均株式数(株) 9,051,234 9,051,234
 

(注)　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第56期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)中間配当については、2022年10月31日開催の取締役会において、

2022年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                            　　 36,204千円

② １株当たりの金額                               ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     2022年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2023年２月８日
 

株式会社ニチダイ

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人トーマツ  
 

京都事務所  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　浦　　宏　　和  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西　　原　　大　　祐  

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチダ

イの2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年10月1日から2022年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチダイ及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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